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四国地方整備局では、平成１７年１１月１日に「第１回 四国地方整備局総合評価委員会」を開催、「総合評
価落札方式の実施方針」を審議して、工事の落札者決定方法については、「原則、全工事に総合評価を適用
する。」こととした。

四国の地域性に配慮した総合評価落札方式となるよう、毎年度、落札結果等を分析し、評価項目、配点等
の改善を図ってきたが、建設投資額の減少に伴い受注競争が激化や入札契約手続きにおける競争参加者・
発注者双方の負担増大等が問題となった。

国土交通省（本省）は、平成２４年２月２８日の「総合評価落札方式の活用・改善等による品質確保に関する
懇談会」（第６回）において、競争参加者・発注者双方の負担軽減等を目的として、施工能力の評価と技術提
案の評価に二極化を図るなどの「総合評価落札方式改善の方針（案）」を作成した。

四国地方整備局においても、第6回懇談会の改善方針（案）を参考に、平成２４年度１０月より、四国の実態
も考慮しつつ二極化を図った。また、平成２６年度には更なる負担軽減を目的に、技術提案の招請・評価方
法の見直し等の実施方針の改正を行った｡

平成２７年度実施方針については、現状のデータ分析の結果を踏まえ、平成26年度実施方針
からの大きな改正は実施しない。ただし、改正された担い手3法にも上げられている課題の対策
として、事業の特性、地域の実情等を考慮しつつ多様な入札契約方式を試行する。
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四国地方整備局平成２７年度実施方針について

公共工事の品質を確保するために価格以外の技術的要素を重視する総合評価落札方式を拡充を図り、
四国の地域性を考慮し、その評価項目、配点等の見直しを行ってきた。
過去の見直しにおいて、懸念されていた課題について、分析を進めたところ以下の状況となっている。

受注者の固定化
●総合評価落札方式により、ある程度の固定化は見られるが、近年の施工能力評価型の拡大による、更なる固定化の傾向
は見られない。

工事品質の低下
●技術提案評価型と施工能力評価型の発注方式において工事成績の差は生じているが、「施工能力評価型全体」及び「施
工能力評価型が特に拡大されている一般土木のＣ等級工事」においても、工事成績はやや上昇傾向にあり、品質の低下
の傾向は見られない。

技術者の評価
●技術者の実績、成績評価において、現場代理人の実績を主任（監理）技術者と同等に評価している事により、若手技術者
等の主任（監理）技術者の実績を有しない技術者についても受注可能な評価基準となっており、その後の工事成績につい
ても、品質が確保されている事が確認された。

現状の評価項目の分析
●各評価項目ともに、工事成績と相関関係にあり、工事の品質確保に対して、効果のある評価項目となっていることが確認
できた。

過去の見直しにより、現行の総合評価項目は、工事品質の確保に対して、効果を発揮しつつ、懸念されてい
た課題に対しても対応出来ている状態となっている。
上記の結果を踏まえ平成２７年度の総合評価落札方式の実施方針は平成２６年度からの変更は実施せず、

更なる分析を進めることとする。
一方で大規模工事（本官）においては、入札競争が調査基準価格付近に集中し、技術提案においても加算

点が上位に集中する事例も発生しており、発注者として技術提案を求める内容が形骸化しないよう配慮が必要
である。
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申請時の経験役職＆年齢 対象：H25.4-11 契約工事 474件 技術者数495人
落札者が１つの工事に２人を申請した場合２人としてカウント

現場代理人の実績を活用し若い
技術者が参加し受注している。 ４０歳前後と５０台前

半の技術者が多い

■担当技術者の実績は、
主任(監理)技術者の半分
程度の評価
■現場代理人は、主任

（監理）技術者と同等評
価

技術者の評価 ◆若手技術者等の受注状況

現場代理人の実績
を活用し参加受注
している技術者は
平均年齢が低い
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評価点獲得率と工
事成績は相関関係
にある。

参考データ

現状の評価項目分析 ◆評価点獲得率と工事成績

※H24.10以降公告のH26.12末完成工事
営繕工事、港湾工事及び減点工事は除く

評価点獲得

率
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

技術者評価 47件 48件 29件 35件 112件 118件 190件 23件 69件 5件 0件

企業評価 14件 14件 18件 34件 38件 55件 211件 212件 68件 9件 3件

企業・技術者

評価合計
10件 19件 26件 46件 77件 122件 163件 173件 40件 0件 0件
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四国地方整備局

平成２６年度６月４日
公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目的として、公共工事の基本となる「品確法」
を中心に、「入契法」、「建設業法」についても一体として改正

基本理念として、以下の内容が追加された
○公共工事の品質確保に資する、担い手の中長期的な育成・確保
○災害対応を含む地域維持の担い手確保へ配慮
○適切な点検・診断・維持・修繕等の維持管理の実施
○ダンピング受注の防止
○下請契約を含む請負契約の適正化と公共工事に従事する者の賃金、安全衛生等の労働環境改善
○技術者能力の資格による評価等による調査設計（点検・診断を含む）の品質確保

○技術提案交渉方式
○段階選抜方式
○地域社会資本の維持管理に資する方式
○若手技術者・技能者の育成・確保や機械保有、災害時の体制等を審査評価する取組

担い手３法の改正における総合評価について



四国地方整備局品確法の改正を踏まえた取り組みについて

担い手３法の改正に伴い、四国においても以下の課題に対する取り組みが必要である。

●建設投資の減少し、一般競争の適用が拡大する中、受注競争の過度な激化による地域の建設業の疲弊（地
域維持の担い手不足）に対して十分な対応が出来なかった。
●入札契約方式が画一的になっているため、多様な入札契約方式の導入が必要とされている。

工事の品質確保の観点からは、四国地整における総合評価方式は一定の効果を示している。し
かし、改正品確法においても定められている品質確保及び災害対応に資する担い手確保は四国
においても重要な課題であるため、担い手確保に配慮した評価方法を試行的に実施する。

⇒地域維持の担い手を確保するために、直轄と県の工事成績を相互利用する工事の試行を行う。
⇒健全な建設業を育むための労働環境改善に資する取り組み（週休２日制義務、現場施設の充実等）。
⇒施工技術の維持向上とそれを有する者の中長期的な育成・確保の観点より、評価対象となる登録基幹技
能者を拡充する工事の試行。

その他の試行

⇒近接区間を複数企業が施工し、施工段階で競争が生まれることにより、品質向上が図れる一括審査方式
の試行を拡大する。
⇒難易度の低い工事において、新たな企業の参入を促進すべく、同種の施工実績をより重視する評価方式
を試行する。
⇒段階選抜工事における一次審査において、より品質を考慮した一次審査とすべく、一次審査項目に工事
成績を追加する段階選抜方式を試行する。
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○背景○
地域維持の担い手確保が重要な課題となっているなか、現状の総合評価の中で
は直轄実績を持つ企業と直轄実績を持たない企業では、工事成績の評価におい
て、大きな差がでてしまう。そのため、直轄発注が少ない地域の企業は近年の
実績が減り、受注（参加）しにくい状況へと陥ることが懸念される。

○概要○
地域維持の担い手確保を目的に、企業の工事成績において、県の工事成績を活用
できる工事を試行する。

○背景○
健全な建設業を育むために労働環境改善が求められており、発注者としても

積極的に取り組む必要があり、以下の取組を一部の工事で試行的に実施する。

多様な入札契約方式について

①魅力有る環境作りの一環として、週休2日制を義務化
②女性技術者の働きやすい環境作りとして、現場における施設（休憩所、更衣室、
トイレ、シャワー室等）の充実
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【引用】元
建設現場における仮設トイレの事例集
http://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html

（参考）
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（参考）
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【引用】元
建設現場における仮設トイレの事例集
http://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html

（参考）



四国地方整備局多様な入札契約方式について

○背景○
施工技術の維持向上とそれを有する者の中長期的な育成・確保が求められて

おり、技能者の育成の取り組みとして評価対象とする登録基幹技能者を拡充す
る工事を施工する。
試行（案）
登録基幹技能者の技能を生かせる全ての工種について、工種に応じた登録基
幹技能者を評価対象とする。

○背景○
一括審査方式については、受発注者の事務量軽減を目的として、一定の効果

を得ている。 今後も受発注者の事務量軽減を目的に、同一地域等での同種工
事について試行の拡大を図る。

○背景○
総合評価において工事成績が重視されていることにより、直轄実績を有しな

い企業が加算点を獲得し難い方式となっている。
新たな企業の参加を促進するために、同種実績にウェイトをおいた評価方法

を試行する。
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【引用元】
登録基幹技能者パンフレットより
http://www.yoi-kensetsu.com/kikan/info.php

（参考）国・都道府県における活用状況

【四国地方整備局の運用】
＜平成２３年度＞
・対象工事：

公表した５件の工事を対象
・対象基幹技能者：

鉄筋、型枠、鳶・土工、機械土工
＜平成２４～２５年度＞
・対象工事：

トンネル、橋梁上部・下部、樋門
・対象基幹技能者：

鉄筋、型枠、鳶・土工、機械土工
トンネル、PC

＜平成２６年度＞
・対象工事：WTO除くすべての工事
・対象基幹技能者：

各工種に対応する基幹技能者を対象
＜平成２７年度＞
・対象工事：WTO除くすべての工事
・対象基幹技能者：

登録基幹技能者の技能を生かせ
るすべての工種について、工種に応
じた登録基幹技能者を対象
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四国地方整備局施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）

工事規模と加算点の関係

（加算点） 簡易評価項目

４０点

３０点

２０点

１０点

１億円 ２億円 ３億円 ６．０億円 （工事規模）

←適用しない

３０～４０点 加算点は原則３０点
※施工能力評価型（Ⅰ型）

：簡易な施工計画を求める
施工能力評価型（Ⅱ型）

：簡易な施工計画を求めない

情報化
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の
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制

A

S

舗

装

・

海

上

作

業

船

団
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制
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の
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録

基

幹

技

能
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活

用

満点

30点

に換算

加算点

＋

施工体

制評価

点

　

(A+B)

小

計

その他企業評価  Ａ

加算点

（少数

位１桁

（２位四

捨五

入））

③に対

する相

対評価

換算

 有 無

技術者評価・企業評価　判定結果

地域精通度・地域

貢献度・社会性
評

価

点

合

計

　

①

＋

②
＝

③

企業評価

施工実績等評価
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30 5
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B
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点合

計

小

計

　

②

5 55 10

技術者評価

小

計

小

計

　

①

配置予定技術者評価

1010 5 105 15540-30 5 10 5 56550

総合評価

1030 5 3015 15



四国地方整備局技術提案評価型（S型：１テーマ）

簡易評価項目

（加算点） 工事規模と加算点の関係 技術提案

５０点

４０点

３０点

２０点

１０点

１億円 ２億円 ３億円 ６．０億円 （工事規模）

←適用しない

合計５０点

加算点は原則５０点

※着目点を５個まで設定し、各着目
点に提案を求める

情報化

施工技

術活用
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幹技能
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段階選抜（競争参加者を５～１０者程度に絞り込む必要がある場合に適用。）

Ｂ

加算点

（少数

位１桁

（２位

四捨五

入））

③に対

する相

対評価

換算

有　無

技術者評価・企業評価　判定結果

総合評価

配置予定技術者評価

地域精通度・地

域貢献度・社会

性

5

小

計

-30

小

計

　

①

施工実績等評価
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＋
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①
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四国地方整備局技術提案評価型（S型：２テーマ）政府調達適用対象外

政府調達適用対象外案件については
加算点は原則５０点

※２～３テーマを求め、各テーマに着目点を
５個までを設定し、各着目点に提案を求め
る

簡易評価項目

工事規模と加算点の関係 技術提案

（加算点）

７０点

６０点

５０点

４０点

３０点

２０点

１０点

１億円 ２億円 ３億円 ６．０億円 （工事規模）

ＷＴＯ

合計６０～７０点

合計６０点

情報化

施工技

術活用

登録基

幹技能

者活用

提

案

　

①

提

案

　

②

C

P

D

同

種

・

類

似

工

事

の

施

工

経

験

工

事

成

績

優

良

技

術

者

表

彰

同

種

・

類

似

工

事

の

施

工

実

績

工

事

成

績

工

事

に

係

る

表

彰

近

隣

地

域

で

の

施

工

実

績 災

害

支

援

に

係

る

表

彰

等 事

故

及

び

不

誠

実

な

行

為

等

に

対

す

る

評

価

災

害

時

の

事

業

継

続

力

の

評

価

災

害

時

の

復

旧

支

援

体

制 地

域

内

で

の

拠

点

鋼

橋

等

製

作

工

場

の

体

制 A

S

舗

装

・

海

上

作

業

船

団

施

工

体

制

情

報

化

施

工

技

術

の

活

用 登

録

基

幹

技

能

者

の

活

用

総合評価

15 151030 満点20

点に換

算

段階選抜（競争参加者を５～１０者程度に絞り込む必要がある場合に適用。）

5 5 4010 5 5

VEに値

する提案

520 40 10

小

計

小

計

　

①

20 65 55 105 1030 5 50 -30

C

施工体制

評価点の

獲得割合

を乗じた

最終加算

点

（少数位１

桁（２位四

捨五））

A*D/30+B

Ａ

　

　

加

算

点

施工実績等評価

基本企業評価
技術者評価

配置予定技術者評価

技術提案

地域精通度・地域

貢献度・社会性

105 155

小

計

　

②

評

価

点

合

計

　

①

＋

②
＝

③

加算点

　＋

施工体

制評価

点

　

(C+D)

施

工

体

制

確

保

の

確

実

性

品

質

確

保

の

実

効

性

施工体制評価点

30

企業評価

小

計

その他企業評価

災害時等の

対応
地理的条件評価

D

施工体

制評価

点合計

Ｂ

加算点

（少数

位１桁

（２位

四捨五

入））

③に対

する相

対評価

換算

有　無

技術者評価・企業評価　判定結果



四国地方整備局技術提案評価型（S型：２テーマ）政府調達適用対象

政府調達適用対象案件については
加算点は６０～７０点

※２～３テーマを求め、各テーマに着目点
を５個までを設定し、各着目点に提案を求
める

簡易評価項目

工事規模と加算点の関係 技術提案

（加算点）

７０点

６０点

５０点

４０点

３０点

２０点

１０点

１億円 ２億円 ３億円 ６．０億円 （工事規模）

ＷＴＯ

合計６０～７０点

合計６０点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

（　） （　） （　）
1555 5 15

加算点

　　+

施工体

制評価

点

　(B+C)

総合評価

Ａ

加算点

合 計

(提案Ⅰ+

提案Ⅱ)

15 30

施工体制評価点Ｂ

施工体

制評価

点の獲

得割合

を乗じ

た最終

加算点

（少数位

１桁（２位

四捨

五））

A*C/30

品

質

確

保

の

実

効

性

総合評価

提

案

　

Ⅱ

提

案

　

Ⅰ

評

価

点

合

計

　

①

＋

②
＝

③

小

計

　

②

小

計

　

①

段階選抜（競争参加者を５～１０者程度に絞り込む必要が

ある場合に適用）

技術者評価

同

種

・

類

似

工

事

の

施

工

経

験

同

種

・

類

似

工

事

の

施

工

実

績

技術者評価・企業評価　判定結果

同

種

・

類

似

工

事

の

施

工

経

験

同

種

・

類

似

工

事

の

施

工

経

験

企業評価

基本企業評価

技術提案

VEに値する提案
配置予定技術者評価

施工実績

等評価

3030
15

施

工

体

制

確

保

の

確

実

性

C

施工体

制評価

点合計

15 30
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四国地方整備局

技術者評価
企業評価

企
業
評
価
点
合
計

評
価
点
合
計

加
算
点
合
計

基本企業評価 その他企業評価
配置予定技術者評

価 技
術
者
評
価
点
合
計

施工実績等
評価

地域精通度
・社会性

小
計

Ｂ
Ｃ
Ｐ

災
害
復
旧
支
援
体
制

地
域
内
営
業
拠
点

鋼
橋
等
工
場

A
S

舗
装
等
体
制

情
報
化
施
工

基
幹
技
能
者

小
計Ｃ

Ｐ
Ｄ

同
種
実
績

工
事
成
績

優
良
表
彰

同
種
実
績

工
事
成
績

工
事
表
彰

近
隣
実
績

災
害
表
彰
等

事
故
等
評
価

評価点 5 10 30 5 50 10 30 5 10 １０ -30 6５ (5) (5) (5) (5) (10) (5) (5) 6５ 11５

企業及び配置予定技術者等の評価

各工事の内容に応じて
評価項目を追加設定

本評価項目は基本的な評価項目であり、試行により『上記評価項目に無い評価項目の追加』『上記評価
項目の未設定』『上記評価点と異なる配点』等の事象が発生する場合があります。各工事における評価項
目、評価基準、評価点につきましては、各工事の入札説明書を確認して下さい。

以後のページで記載する評価基準についても同様に基本的な評価基準であるため、各工事における評価
基準を入札説明書において確認して下さい。



四国地方整備局

評価の視点 評価項目 評価点 評価の目的等

技
術
者
評
価

配置予定技術者
の能力

ＣＰＤ（継続教育） 5 継続教育により、常に最新の知識や技術を修得し、自己の能
力の維持・向上を努めている者を評価する。

同種・類似の施工経験 10 直轄以外の施工経験（特殊法人・県・市町村等）及び工事成
績（四国四県）を評価対象とする。

また、若手技術者等の主任（監理）技術者としての実績を
有していない者でも評価される基準として、現場代理人での実
績を主任（監理）技術者と同等評価する。工事成績 30

優良工事技術者表彰 5 過去の優良工事技術者表彰を有している者を評価する。

合計 50

配置予定技術者の評価項目

施工経験及び工事成績において、現場代理人の実績を主任（監理）技術者として
の実績と同等評価する事により、若手技術者が参加しやすい評価環境としている。
また工事成績を重視することにより工事の品質確保を図る。



四国地方整備局

評価の視点 評価項目 評価点 評価の目的等

企
業
評
価

基
本
企
業
評
価

企業の施工
実績

同種工事の施工実績 10 より同種性の高い（各工事と条件の近い）工事実績を評価する。

工事成績 30 過去の工事成績を評価する事により品質を確保する。

工事に係る表彰 5 過去の優良工事表彰を有している者を評価する。

小計 45

地域精通度・
災害支援・社

会性

地理的条件（近隣実績） 10 近隣地域の施工実績により、地域特性の理解度を評価する。

災害支援に係る表彰等 10
地域防災力の向上を目的とし、直轄だけではなく、県、市町村の

災害支援に係る表彰及び緊急復旧等の実績も評価する。

事故及び不誠実な行為等 -30～0

小計 -30～20

合計 -30～65

企業の評価項目

工事成績を重視することにより工事の品質確保を図る。
また、地域防災力の向上に繋がる災害支援に係る表彰等を高く評価する。



四国地方整備局

評価の視点 評価項目 評価点 評価の目的等

企
業
評
価

そ
の
他
企
業
評
価

災害時等の対応

災害時の事業継続力の評価 5 BCP認定や重機の保有状況を評価する事により、
地域防災力の向上を図る。（事業継続力：一般
土木C）、（復旧支援体制；維持修繕）災害時の復旧支援体制の評価 5

地理的条件評価

地理的条件（営業拠点） 5 地域の建設業の健全な育成を目的として、必要
に応じて評価する。

地理的条件（四国内製作工場の有
無）

5 円滑な工事資材の確保等を目的として、必要に
応じて評価する。

Ａｓ舗装、海上作業船団施工体制 10 専門分野での工事品質の確保に繋がる、施工体
制を評価する。

情報化施工技術評
価

情報化施工技術の活用 5 情報化施工技術の活用により生産性の向上や品
質確保を図る。

登録基幹
技能者評価

登録基幹技能者の活用 5
登録基幹技能者を配置することにより、現場で

の「品質」「安全」「工程管理」の向上に寄与
する。

合計 0～20

その他企業評価の評価項目

各工事案件の内容や地域特性を考慮して、評価項目を選択する。
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四国地方整備局

平成12年度以降の主任（監理）技術者等又は
担当技術者としての同種工事の施工経験

直轄 旧公団等
他省庁・都道府県
・政令指定都市

市町村

主任（監理）技術者
又は現場代理人

より同種性の高い工事 10 7 5 3

同種性が認められる工事 7 5 3 1

担当技術者
より同種性の高い工事 7 5 3 1

同種性が認められる工事 5 3 1 ‐

配置予定技術者評価 ＣＰＤ・同種工事の施工経験

配置予定技術者の
ＣＰＤ（継続教育）等

建設系ＣＰＤ協議会に所属している団体又は建築設備士関係団体
ＣＰＤ協議会のＣＰＤ等において、過去５年間で学習したユニット
数が50ユニット以上の場合

5点

①ＣＰＤ

H2１年度 H2２年度 H2３年度 H2４年度 H2５年度 H2６年度 H2７年度

H21.2～H26.2（5年間)H21.2～H26.2（5年間)

H21.5～H26.5（5年間)H21.5～H26.5（5年間)

H25.10～H27.10（2年間)H25.10～H27.10（2年間)

評価対象外

評価対象

②同種工事の施工経験

※ 現場代理人として経験した実績は、主任（監理）技術者として経験した実績と同等に評価します。

※ 直轄工事を申請する場合、工事成績通知書の提出が必要（６５点以上の実績に限る。）となります。（無い場合は
競争参加資格を認めません。）

※ 入札説明書に記載の同種性が理解しにくい場合は、発注事務所にお問合下さい。ただし、同種性及びより同種性を
個別案件が満たすかどうかについては、問合せ頂いても回答できません。

※ 現場での従事期間が主任（監理）技術者に求められる専任期間（専任を要しない工事については工期）の半分以上
を従事した実績でなければ評価の対象となりません。

※ 専任義務期間が工期と異なる場合は、専任義務期間を証明する書類（工程表等）の提出が必要です。

※証明期間に平成２６年4月１日以降の期間を
含まない場合は評価の対象としない。

評価対象



四国地方整備局

※ 現場代理人として経験した実績は、主任（監理）技術者として経験した実績と同等に評価します。

※ 四国四県の発注工事を申請する場合にも、工事成績通知書の提出が必要となります。（無い場合は評価の対象とい
たしません。）

※ 入札説明書に記載の同種性が理解しにくい場合は、発注事務所にお問合下さい。ただし、同種性及びより同種性を
個別案件が満たすかどうかについては、問合せ頂いても回答できません。

※ 現場での従事期間が主任（監理）技術者に求められる専任期間（専任を要しない工事については工期）の半分以上
を従事した実績でなければ評価の対象となりません。

配置予定技術者評価 同種工事の工事成績・優良表彰

平成23年度以降の
優良技術者表彰の有無

四国地方整備局長表彰の実績有り 5点

四国地方整備局管内の事務所長（営繕部保全指導・監督室長を含
む）表彰

3点

③同種工事の工事成績評定通知による評定点

④優良技術者表彰の実績

平成１９年度以降の主任（監理）技術者等又は担当技術者
としての同種工事の工事成績評点通知による評定点

８０点以上
８０点未満
７８点以上

７８点未満
７６点以上

７６点未満
７４点以上

７４点未満
７２点以上

７２点未満
７０点以上

直轄発注工事において
主任（監理）技術者
又は現場代理人

より同種性の高い工事 30 25 20 15 10 5

同種性が認められる工事 20 15 10 5 ‐ ‐
直轄発注工事において担当
技術者又は
四国四県発注工事において
主任（監理）技術者等

より同種性の高い工事 20 15 10 5 ‐ ‐

同種性が認められる工事 10 5 ‐ ‐ ‐ ‐

※ 工種によって全国各地方整備局長及び各事務所長を評価の対象とする案件がありますので、各工事の入札説明書によ
り確認して下さい。

※ 技術者表彰を申請する場合は申請様式－３－１（技術者の申請様式）にあります優良技術者表彰の有無の欄に、必ず
『有』と記載をお願い致します。



四国地方整備局企業評価 同種工事の工事成績・工事成績

平成１２年度以降の同種工事
の施工実績

より同種性の高い工事 10点

同種性が認められる工事 ０点

⑤同種工事の施工実績

⑥工事成績

※ 四国地方整備局発注工事（港湾空港部を除く）の過去２年度間の工事成績評定点の平均点により評価します。

※ 工事の工種・等級により評価対象年度が４年度間となる案件があります、各工事の評価対象期間は各工事の入札説明
書により確認して下さい。

※ 対象期間に実績が無い場合は、７０点未満の０点として扱います。

※ 直轄工事を申請する場合、工事成績通知書の提出が必要（６５点以上の実績に限る。）となります。（無い場合は競
争参加資格を認めません。）

※ 入札説明書に記載の同種性が理解しにくい場合は、発注事務所にお問合下さい。ただし、同種性及びより同種性を個
別案件が満たすかどうかについては、問合せ頂いても回答できません。

過去２年度間の工事成績評
定通知書による評定点の平
均点

８０点以上 ３０点

８０点未満７８点以上 ２５点

７８点未満７６点以上 ２０点

７６点未満７４点以上 １５点

７４点未満７２点以上 １０点

７２点未満７０点以上 ５点

７０点未満 ０点



四国地方整備局企業評価 工事表彰・近隣地域施工実績

⑦工事表彰

⑧近隣地域での施工実績

※ 直轄工事を申請する場合、工事成績通知書の提出が必要（６５点以上の実績に限る。）となります。
※ 評価対象とする地域については各工事の入札説明書により確認して下さい。
※ 直轄工事において、工事成績評定点が６５点未満の工事は評価対象外とします。

※ 優良下請企業表彰も評価の対象となります。

※ 工事に関わる表彰が評価の対象となります。なお、災害に関連した表彰、地域貢献に関連した表彰は、本評価項目に
おいては評価対象外となります。

平成２５年度以降の表彰（工
事に限る）

四国地方整備局長表彰の実績有り 5点

四国地方整備局管内の事務所長（営繕部保全指導・監督室長を含
む）表彰の実績有り

3点

四国四県の知事、土木部長又は県土整備部長の表彰の実績有り ２点

平成12年度以降の近隣地域での
同種工事の施工実績

直轄
他省庁・旧公団
等・都道府県

・政令指定都市
市町村

同種工事
地域内 10 5 3

○○県内 ５ 3 1

同種工事以外
地域内 ５ 3 1

○○県内 ３ 1 ‐



四国地方整備局企業評価 災害表彰等

⑨災害表彰等

【表彰】

※ 表彰については、あくまで災害支援に関する表彰を評価の対象としており、災害に関連しない活動に対する表彰に
ついては、評価の対象としません。

※ 災害支援に関する表彰を申請する場合は、四国地方整備局又は管内事務所と災害協定を締結している事が確認でき
る資料の提出が必要となります。（協定締結の写し、協定を締結している団体に所属している事が確認できる資料
等）

【実績】
※ 災害時の緊急復旧等の実績を申請する場合は以下の資料①～③を全て提出する必要があります

①指示書（指示票） ②契約が確認できる資料 ③災害内容・復旧内容が確認できる資料。
※ 現地で復旧作業を要しない実績（待機・予防対策・交通整理・現地派遣のみ等）については評価の対象としません。
※ 災害復旧工事と判断できる実績については評価の対象としません。

評価項目 配点 評価点

平成２4年度以降

の表彰（災害支援
に限る）又は災害
時における緊急復
旧等の実績

災害支援に係
る表彰

国土交通大臣又は四国地方整備局長からの表彰状、感謝状の実績有り 5

5点

10点

四国地方整備局管内の事務所長からの表彰状、感謝状の実績有り 3

四国四県の知事からの表彰状、感謝状の実績有り 2

四国内の市町村からの表彰状、感謝状の実績有り 1

災害時におけ
る緊急復旧等
の実績

四国地方整備局の指示、要請により実施した緊急復旧等の実績有り 5

5点四国四県の指示、要請により実施した緊急復旧等の実績有り 3

四国内の市町村の指示、要請により実施した緊急復旧等の実績有り １



四国地方整備局その他企業評価 事業継続力・営業拠点等

⑩災害時の事業継続力

⑪地域内での営業拠点、製作工場

【営業拠点】
※ 評価対象とする地域については各工事の入札説明書において確認して下さい。
※ 営業拠点とは、各工事の参加資格として求めている建設業の許可を有する本店、支店又は営業所となります。
【製作工場】
※ 評価項目に該当する製作工場がある場合は、確認できる資料の提出が必要となります。

※ 四国建設業ＢＣＰ等審査会の認定を評価対象としており、その他のＢＣＰ等審査会の認定については評価の対象とし
ておりません。

※ 技術資料の提出期限後であっても、開札日までの間に認定の取り消しを受けた場合は評価の対象としておりません。

災害時の事業継続力の評価 四国建設業ＢＣＰ等審査会の認定書有り 5点

評価項目 配点 評価点

地域内の営業拠点の有無
地域内に本店有り 5

5点
地域内に支店又は営業所有り 3

四国内に○○製作工場の有無 四国内に自社の○○製作工場有り 5 5点



四国地方整備局企業評価 Ａｓ舗装施工体制・情報化施工

⑫As舗装施工体制の評価

※ 各評価基準を満たした数により評価点を与える（評価点については各工事の入札説明書により確認して下さい。）

※ 配置予定技術者の資格については、申請した技術者全員が資格を有している場合のみ評価します。（申請する場合は
1級舗装施工管理技術者証の写しを提出する必要があります。）

※ 元請従事技術者には配置予定技術者は含みません。

評価項目 評価基準 評価 評価点

施工体制 直営又は連結子会社による施工体制である ○/×

10点
配置予定技術者の資格 １級舗装施工管理技術者の資格有り ○/×

元請従事技術者の資格と人数
配置予定技術者を除き、土木施工管理技士等の資
格を有する技術者が１名以上、当該工事に従事

○/×

本工事に使用するAsプラント 自社又は他社との共同所有プラント ○/×

情報化施工技術の活用

TSによる出来形管理技術（土工）、ＴＳ・ＧＮＳＳを用い
た盛土の締固め管理技術、MC（モータグレーダ）技術、
MC・MG（ブルドーザ）技術、MG（バックホウ）技術又
はＴＳによる出来形管理技術（舗装工）を活用する。

5点

⑬情報化施工

※ 機器が自社保有であれば、使用実績（完成又は施工中の工事１件）若しくは購入が確認できる資料（機器本体に限
る。）を、リースであれば、リース会社との仮契約若しくは、契約しようとするリース会社の当該機器保有が確認でき
る資料（機器本体に限る。）の提出が必要となります。

※ 評価対象とする情報化施工技術は工事内容により異なるので、各工事の入札説明書により確認して下さい。



四国地方整備局企業評価 登録基幹技能者・災害時支援体制

⑭登録基幹技能者の活用

※ 配置予定技術者については評価対象外です。
※ 従事する工種が複数ある場合は、いずれかの工種の施工期間に従事すればよい。

※ 申請した登録基幹技能者の種類又は、従事工種（評価基準となる工種に限る。）を変更する場合は、発注者の承諾を
得る必要があります。

災害時の復旧支援体制
四国建設業BCP等審査会の認定証有りまたは災害用重機を
保有

5点

⑮災害時の復旧支援体制

※ 四国建設業ＢＣＰ等審査会の認定を評価対象としており、その他のＢＣＰ等審査会の認定については評価の対象とし
ておりません

※ 災害用重機とはブルドーザー、バックホウ、クローラローダ、ホイールローダ、トラッククレーン、クローラクレー
ンであり、自社保有している場合に評価します。なお、「特定自主検査記録」の写し又は「機器売買契約書」の写しに
より確認しますので、写しの提出が必要です。

登録基幹技能者の
活用

登録基幹技能者の種類 従事する工種 評価点

登録○○基幹技能者 「○○工」、「○○工」

5点
登録○○基幹技能者 「○○工」、「○○工」



四国地方整備局

着 目 点 ① ○○における○○対策

技

術

提

案

実

施

方

法

①

＜工法等＞●●●工法

＜実施内容＞

（本工事の特性及び現場条件等を踏まえて、●●●工法の具体的な実施内容について要

点を簡潔に記載）

実績及び結果

（提案した実施方法の施工実績等とその結果を簡潔に記載）

実

施

方

法

②

＜工法等＞□□材の利用

＜実施内容＞

（本工事の特性及び現場条件等を踏まえて、□□材の利用の具体的な実施内容について

要点を簡潔に記載）

実績及び結果

（提案した実施方法の施工実績等とその結果を簡潔に記載）

概算工事費（総額、単位百万円） 標準： 提案：

各着目点（着目点は５つまで設定）に記載する内容・・・２つ又は３つまでの実施方法を記載可

求める内容をより明確
にするために、より具体
的な着目点を設定する。
（発注者で設定）

本工事の特性及び現
場条件等を踏まえて、
記載した工法や対策、
使用材料などの提案
理由と具体的な実施
方法の内容を記載す
る。

着目点に対して、適切
な工法や対策、使用
材料を等の実施方法
を記載。
※複数、記載してはな
らない。

実績が無い場合は技
術的根拠（NETIS、他
社実績、論文など）及
び本工事において実
現可能とした根拠に
ついて簡潔に記載す
る。

・より具体的な着目点を設定する事により、技術提案書の作成および分析・評価に係る競争参加者及
び発注者双方の負担軽減に繋がるとともに、オーバースペック提案の低減に寄与する。
・技術提案は、着目点に対する適切性・具体性及び履行の実現性により評価を行うものであり、過度
なコストを要するもの並びに多くの工法や対策等を記載したものを優位に評価するものではない。

概算工事費については
加点評価の対象としな
い。

技術提案評価



四国地方整備局入札契約手続きにおける注意事項

資料に不備があった場合は、公平性の観点から、「競争参加資格を認めない」「評価点
を与えない」等の対応を致します。

申請書及び添付書類については、本来の各企業の能力において競争が行われるように、
入札説明書及び様式の注意事項をよく確認し、申請して下さい。

配置予定技術者の資格の写し未提出
監理技術者講習修了証の期限切れ

1年以上前に発行されたCPD単位取得証明
書

技術者実績において従事期間が不明確

災害表彰申請時に災害協定締結が確認で
きる資料不足

緊急復旧等の実績において「①指示②
契約③災害内容・作業内容」３つのい
ずれかが確認できない資料

四国建設業BCP等審査会以外の審査会に
おけるBCP認定書

申請書に会社名、技術者名の記載漏れ


